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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
全
で
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

を
目
指
し
、
平
成
18
年
１
月
に
「
鹿
屋
市
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
施
行
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら
自
分
の
住
む
地
域
の
安
全
を
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

地
域
の
力
で
つ
く
る  

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

自
ら
の
安
全
は
自
ら
で
守
る

　

こ
の
条
例
は
、
自
ら
の
安
全
は
自

ら
守
る
と
い
う
意
識
の
も
と
、
市
や

市
民
・
事
業
者
・
所
有
者
等
が
協
力

し
て
安
全
意
識
の
高
揚
や
自
主
的
な

地
域
安
全
活
動
を
推
進
し
、
市
民
が

安
全
で
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
き
、

関
係
団
体
等
で
構
成
す
る
「
鹿
屋

市
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
協

議
会
」
を
設
立
し
、
危
険
箇
所
の
調

査
や
整
備
、
防
犯
灯
設
置
、
地
域
安

全
パ
ト
ロ
ー
ル
の
推
進
、
防
犯
・
防

災
に
関
す
る
講
習
会
等
の
開
催
な
ど
、

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て

協
議
・
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

み
ん
な
で
活
動
に
参
加
し
よ
う

　

現
在
、
市
内
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
よ
り
結
成
さ
れ
た
地
域
安
全
パ
ト

ロ
ー
ル
隊
な
ど
20
団
体
が
、
地
域
か

ら
犯
罪
を
減
ら
し
、
な
く
し
て
い
く

た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
の
各
地
域
で
自
主
防

災
組
織
が
結
成
さ
れ
、
日
頃
の
防
災

活
動
や
訓
練
な
ど
を
通
じ
て
、
災
害

発
生
時
へ
の
備
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
で
安
全
・
安
心
へ
の
意
識

を
高
め
、
活
動
に
参
加
し
、
継
続
し

て
い
く
こ
と
で
、
地
域
の
安
全
・
安

心
を
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
自
治
防
災
課
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  市・市民・事業者・
　　　所有者等の役割
　安全で安心なまちづくりを推進
するため、市や市民、事業者、所
有者等それぞれの役割（責務）が
決められています。

市
　市民や関係機関と相互に連携を
図り、次のような取り組みを行っ
ていきます。
○安全に関する知識の普及や情報
の提供、その他広報啓発
○活動を支える人材の育成
○防犯や防災等に配慮した公共的
施設等環境の整備
○子供や高齢者等に対する安全対
策
○活動推進者や団体に対する支援
　　　　　　　　　　　　　など

市民
○市民一人ひとりが自らの安全確
保に努め、地域住民がお互いに
協力して地域安全活動を推進す
る。
○犯罪や事故、災害等が発生した
場合、相互に協力して安全確保
に努める。

事業者
○事業活動を行う際は、安全のた
めに必要な措置をとり、地域の
一員として市民とともに地域の
安全活動に取り組む。
○従業員に安全・安心まちづくり
に関する知識及び技術を習得す
る機会を提供する。
○犯罪や事故、災害等が発生した
した場合、安全確保に努める。

所有者等
　所有・管理する土地や建物など
を適正に管理し、安全確保に努め
る。


